業務委託（単価契約）仕様書

1． 業務名称　　　令和8年度市道上等死犬猫処理業務委託

２．目　　的　　　路上等に、死骸として放置されている犬猫・その他小動物等の収集運搬を迅速に行い、生活環境の衛生保持を図る。

３．収集範囲　　　那覇市道上（港湾管理道路は除く）および私道、とその周辺。
　　　　　　　　　また、特に市が収集を要請するもの。

４．契約期間　　  本契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年3月３１日までとする。

５．処理時間　　　午前8時30分から午後5時15分までの間（以下「時間内」という）において、土日及び祝日を含む365日、収集処理を行うこと。ただし、受付が時間内に行われた場合は、その日のうちに処理すること。

６．受付時間　　　電話受付は24時間365日対応できるようにすること。常時連絡が取れる体制を整え、時間内に速やかに対応できるようにすること。

７．処　　理　　　収集した死犬猫等は、一般廃棄物として那覇・南風原クリーンセンターに搬入する。
 
８．報　　告　　　受託者は、毎月の業務報告書（件数、種類等）を翌月の１０日までにクリーン推進課長へ提出する。

９．委託料支払    那覇市は毎月の業務報告書を受領し確認した後、受託者から請求のあった日から３０日以内に支払うものとする。

１０．搬入手数料　 死犬猫等のみクリーンセンター搬入の場合、搬入手数料は免除。
死犬猫等を他の一般廃棄物と混載の場合、搬入手数料は徴収される。

１１．写　　真　　 収集時には、対象動物の体全体の状況がわかる写真を撮影すること。

[bookmark: _GoBack]１２．処理件数　　年間の処理件数は、約350件を見込む。

